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１ 公募の趣旨 
住民自身が主体的に運営する「通いの場」に高齢の方が気軽に出かけ、人とのふれ合いや

元気づくり（介護予防）ができる場や機会がある地域づくりの推進のため「通いの場（以下

「元気応援くらぶ」という。）」を実施するグループを公募いたします。 
※ この事業は介護保険の事業内で実施するものです。 
 

２ 公募する事業内容 
（１）公募事業 

事業名 事業種別 公募数 
松戸市通所型元気応援くらぶ事業 地域支援事業（一般介護予防事業） ３０か所  
※公募数が３０か所に達した後も、予算の範囲内において公募を継続する場合があります。 

（２）実施時期 
原則、審査結果通知を受けた翌月（応募月の翌々月）初週から活動を開始するものと

します（【区分(M)月 1 回以上開催するグループ】は審査結果通知を受けた翌月中）。 
なお、活動は審査結果通知を受けてから 3 年間は継続しなければなりません。 

 

３ 対象グループの要件 
（１）応募時点において、次に掲げる要件を満たす必要があります。 

① 市内に概ね５人以上が通える活動場所を確保していること（※１） 
② 構成員が５人以上のグループであること。ただし、うち３人以上が当該事業の運営 
に協力する人であること。 

③ グループの構成員の６割以上が、高齢者（市内に住所を有する６５歳以上の人）で 
あり、うち１人以上が当該事業の運営に協力する人であること。 

④ 代表者が松戸市に住民登録がある市民であること。 
⑤ 住民が主体的に行う営利を目的としない社会貢献活動をする団体であること。 

  ⑥ 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的 
とする活動を行う団体でないこと。 

  ⑦ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

を行う団体でないこと。 
  ⑧ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職をい

う。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとするものを含む。）若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動を行

う団体でないこと。 
  ⑨ グループの関係者が松戸市暴力団排除条例（平成２４年３月２９日松戸市条例第２
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号）第２条に規定する暴力団及び暴力団員でないこと。暴力団員等が関わる活動を行

う団体でないこと。 
   
※１ 活動場所の確保が困難である場合、市に空きスペースの提供に係る協力申出があった 

活動場所を利用できる可能性があります（別紙参照）。利用を希望される場合は、市まで 
ご相談ください。 

 
（２）当該事業において、次に掲げることを実施するものとします。 

① 週１回（又は月１回）以上開催し、併せて開催時間は２時間以上で、そのうち 
１０分間は介護予防に関する活動を実施すること。 

② 特定の参加者に限定せず、広く周知するとともに、参加希望者を快く受け入れ 
ること（最低限、隣接する町会・自治会の住民を受け入れる体制を整えること）。 

③ 参加者（運営者含む）の参加状況が分かる名簿を市へ提供すること（月１回程 
度）。 
※別紙「元気応援くらぶ参加者名簿」による。 

④ 千葉大学予防医学センターと松戸市の共同研究の検証に関わるアンケート調査 
に協力すること（年１～３回程度）。 

⑤ 市ホームページ等への情報掲載の承諾をすること。 
⑥ 他の元気応援くらぶの運営者と情報共有の連携等に努めること。 
⑦ 補助金終了後も自立した活動ができるように、活動費用について実費相当程度 

の範囲内で参加者より費用を徴収すること。ただし、会場費や食糧費等が掛から 
ない場合、参加費を徴収しなくてもよいものとする。 

⑧ 当該事業の実施時期終了後においても、継続して活動すること。 
 

４ 応募手続き  
（１）事前説明について 

本事業について詳しい説明を受けたい方は、高齢者支援課にご連絡のうえ、日程を調 
整いただき、松戸市役所本館１階高齢者支援課窓口までお越しください。 

公募に関する質問については、電子メール又はＦＡＸにより受け付けます。ただし、 
グループ単位で質問を送付してください。 
※ 質問についての注意事項 

① 所定の質問票を使用してください。 
② 応募状況や他の応募者に関する情報並びに法令等により確認できる事項につい 
ては、回答いたしません。 

（２）応募書類の提出方法について 
① 応募するグループは、高齢者支援課に提出書類（各１部）を提出してください。 
※ 提出書類は、次ページ「提出書類一覧」のとおりです。 
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② 提出期間：令和元年５月７日（火）から令和２年１月３１日（金）までの 
午前９時から午後５時までの間。 

③ 提出場所：松戸市根本３８７番地の５ 
      松戸市役所本館１階 高齢者支援課 

④ 提出方法：高齢者支援課までご持参ください（郵送、ＦＡＸ等は不可）。 
⑤ 提出書類の内容等に不備が認められた場合は受理できない場合がありますので、 
内容等に十分注意のうえ、提出してください。 

 ⑥ 提出書類は、返却いたしませんのでご注意ください。 
 

（提出書類一覧）各１部提出 
① （第１号様式）松戸市通所型元気応援くらぶ事業応募申請書 
② （第２号様式）グループ概要調書 
③ （第３号様式）松戸市通所型元気応援くらぶ事業概要書 

※ 名称、実施場所、基本的な活動内容等 
④ （第４号様式）松戸市通所型元気応援くらぶ事業の予算概要 
⑤ （第５号様式）構成員（参加者兼運営者）名簿  
⑥ グループの規約・会則 ※ 既に作成している場合のみご提出ください。 
⑦ 活動実績のあるグループは、活動内容や頻度等が分かる参考資料を提出してくだ 
さい。 

※ 提出書類の開示請求があった場合、個人情報を除き公開します。 
※ ①～⑤の様式は、松戸市ホームページからもダウンロードできます。 

     トップページ > まつど DE いきいき高齢者 > 目的から探す > 外出・集い > 
     元気づくりの「通いの場」元気応援くらぶを運営するグループを募集していま 

す！ 
トップページ URL:http://www.city.matsudo.chiba.jp/ 
募集 URL: http://www.city.matsudo.chiba.jp//matsudodeikiiki/mokuteki/gaishutsu_ 

tsudoi/bosyusitemasu.html 
   ※ ホームページからダウンロードできない場合は、高齢者支援課までお越しくださ 

い。提出書類等一式をお渡しいたします。なお、書類の郵送はいたしませんので、 
ご了承ください。 
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５ 審査方法等 
（１）応募者の審査方法 

① 候補者の選考は、審査のうえ、市長が決定します。 
② 審査方法は、書類審査により行います。 
 

（２）審査基準 
① 公募要項「３ 対象グループの要件」に合致するグループであるか。 
② 「住民主体の通いの場」として高齢者の元気づくりや地域づくりにつながる事業 

成果が期待できるか。 
③ グループの自立性の確保等が担保されるか。 
④ 通いの場として取り組む内容が明確になっているか。 
⑤ 補助終了後の自立化、将来展望が明確になっているか。 
⑥ 事業費の見積りが適正か。 
⑦ 運用資金の確保や実施手段が実現可能な内容であるか。 

              
（３）審査結果の通知 

審査結果の通知を全ての応募者に、文書にて通知します（応募月の翌月２０日を目安 
とします）。 

   ※ 電話等での問合せには応じられません。 
 
（４）公表等 

決定したグループ名、実施予定場所等を市のホームページで公表します。また、決定 
したグループ以外については、応募グループを特定できる情報は公表しません。なお、 
審査内容に対する問合せ、異議等については応じられません。 

 

６ 禁止事項、欠格事項等 
次の各号のいずれかに該当する場合は、応募を無効とします。 

① 審査の結果、応募資格がないと認めたグループの場合 
② 虚偽又は不正等による申請が明らかになった場合 
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７ 補助金関係 
   補助金については、予算の範囲内において交付します。 

令和元年度の補助金額の目安は下記のとおりです。なお、補助金は、令和元年度を含め３ 
ヶ年を予定しております。 
（１）補助金額 

区分 開催頻度別 補助金額 

元気応援くらぶ (W) 
週１回以上（常設型含む） 
※ 年間４０回以上 

令和 元年度 １００，０００円以内 
令和 ２年度  ５０，０００円以内 
令和 ３年度  ５０，０００円以内 

元気応援くらぶ (M) 
月１回以上週１回未満 
※ 年間１２回以上 

令和 元年度   ２０，０００円以内 
令和 ２年度  １０，０００円以内 
令和 ３年度  １０，０００円以内 

※ 令和２年度、令和３年度についても、予算の範囲内において交付する予定です。 
（２）対象経費 

元気応援くらぶの開催、運営に要する経費 
 

（３）対象外経費 
① 食糧費 
※ ただし、飲料（アルコール、スープ類を除く）における実費相当について、 
対象者１名につき、初回参加時のみ補助金の対象経費とすることができます。 

② 個人に帰属するような用具等（例 グランドゴルフ用具） 
※ ただし、新規の方などの体験のために購入するなど、特定の人に贈与するも 
のでない場合は、対象経費とすることができます。 

 
（４）留意事項 

① 補助対象は、審査結果決定通知日から当該年度において３月末日までに支出した 
 ものとします。 
② 支出額（対象経費分）が補助金額に満たない場合は差額を返還するものとします。 
③ 過去に本事業に応募し決定されたグループは補助金の交付を受けられません。 
※ 次に掲げる要件のいずれかに当てはまる場合、同一グループとして扱います。 
・３分の１を超える構成員が同一人物かつ、実施場所が同一地区の場合 
・その他市が認める場合 

８ 事業実施に向けての支援 
（１）市ホームページや広報誌掲載による周知 
（２）補助の実施 
（３）活動者に対する松戸市市民活動総合補償制度の適用 
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９ 決定までのスケジュール 
・公募説明会 令和元年６月４日（火） 
・公募に係る説明及び質問の

受付 
随時 

・応募書類提出期間 令和元年５月７日（火）から 
令和２年１月３１日（金）までの 
午前９時から午後５時までの間 

・審査結果の通知 応募月の翌月２０日を目安とする 
 

１０ 決定後のスケジュール 
・ 補助金交付申請書の提出 審査結果通知月の月末まで 
・ 運営者等の名簿提出      〃 
・ 活動開始 審査結果通知を受けた翌月初週から 

※【区分(M)月 1 回以上開催するグループ】は審査結

果通知を受けた翌月中 
・ 活動の視察・説明の実施 活動の開始から１～２か月以内 
・ 補助金実績報告書の提出 令和２年３月３１日 

 
 

１１ 応募書類提出先及び問合せ先 

松戸市福祉長寿部高齢者支援課 地域包括ケア推進担当室（市役所本館１階） 

住 所 松戸市根本３８７番地の５ 
電 話 ０４７－３６６－７３４３ 
ＦＡＸ ０４７－３６６－０９９１ 
E-mail mckaigoyobou@city.matsudo.chiba.jp 
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